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令和８年３月 

湯 沢 市 



はじめに                           

湯沢市では、平成24年度に次世代育成対策推進法（平成15年法律第120

号。以下「次世代法」）に基づく特定事業主行動計画を、平成28年４月に

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。

以下「女性活躍法」）に基づく特定事業主行動計画をそれぞれ策定し、平

成29年度には２つの計画を一本化し、次世代法に基づく「仕事と家庭の両

立による次代を担う子どもたちの健全な育成」と、女性活躍法に基づく「女

性の職業生活における活躍を推進することで豊かで活力ある社会を実現

する」という２つの観点に基づく取組みを一体的に推し進める計画を策定

し、取り組んでまいりました。 

このたび、現計画期間が令和７年度末をもって終了することから、これ

までの取組みや目標の達成状況を検証した上で、令和８年度から令和12年

度までの５年間を計画期間とした計画の改訂を行い、仕事と子育てや介護

の両立を図り、育児や介護をしている職員や女性職員に限らず様々なライ

フスタイルを持つ全ての職員が能力を十分に発揮し、仕事と生活の調和を

図ることができる職場環境の整備を進めることを目指します。 

 

 

令和８年３月  湯 沢 市 長 

湯 沢 市 議 会 議 長 

湯 沢 市 教 育 委 員 会 

湯沢市選挙管理委員会 

湯沢市代表監査委員 

湯 沢 市 農 業 委 員 会 

 



１ 総 論 

本計画は、前計画に引き続き、次世代法及び女性活躍法に基づく特定事業主行

動計画を一体的に定めるものです。 

（１）計画の策定主体 

本市においては、各機関の任命権者である市長、市議会議長、教育委員会、

選挙管理委員会、代表監査委員及び農業委員会の連名で本計画を策定します。 

（２）計画期間 

本計画は、令和８年４月１日から令和12年３月31日（令和８年度から令和12

年度）までの５年間を計画期間とします。 

※次世代法は令和７年３月31日まで、女性活躍法は令和８年３月31日までの時限立法でし

たが、それぞれの期限が10年間延長されました。 

 

２ これまでの取組み 

前計画で設定した数値目標の達成状況は次のとおりです。男性職員の育児休

業取得率と年次休暇取得率のみ数値目標を達成しています。他の目標について

は、目標設定当時の数値と比較すると大幅な改善がみられるものの、依然として

目標に届かず今後も継続した取組が必要と言える状況です。 

目標項目 
数値目標 

（時期） 

現状 

（時期） 

目標設定時 

（時期） 

管理職に占める女性割合 25％ 

（令和７年度） 

21.2％ 

（令和７年４月） 

10.2％ 

（平成27年度） 

採用者に占める女性割合 50％ 

（令和７年４月） 

40.0％ 

（令和７年４月） 

12.5％ 

（平成27年度） 

採用試験受験者の女性割合 50％ 

（令和７年度） 

47.6％ 

（令和６年度） 

32.7％ 

（平成27年度） 

男性職員の育児休業取得率 50％ 

（令和７年度） 

100％ 

（令和６年度） 

11.1％ 

（平成27年度） 

育児参加のための休暇取得率 50％ 

（令和７年度） 

25.0％ 

（令和６年度） 

22.2％ 

（平成27年度） 

職員一人当たりの年間平均時

間外勤務時間数 
50時間 

（令和７年度） 

101.6時間 

（令和６年度） 

男性：60.9時間 

女性：23.6時間 

（平成27年度） 

年次休暇取得率 12日 

（令和７年度） 

13.4日 

（令和６年度） 

9.4日 

（平成27年度） 

 

 



３ 今後の取組みと数値目標の設定 

本計画における目標や取組みの定め方については、前計画の数値目標のほと

んどが達成されていない現状を踏まえ、達成した項目を除き前計画の数値目標

を継続することとします。達成した項目については、目標数値の見直しを行いま

す。 

また、具体的な取組み内容についても、前計画の内容をベースに必要な見直し

を行うこととしますが、女性活躍の推進や仕事と子育て及び介護の両立支援に

は職員一人ひとりの意識改革が必要不可欠であり、利用できる制度等の周知を

図り、併せて、女性の健康上の特性に留意しつつ、ワーク・ライフ・バランスに

資する良好な職場環境づくりに向けた取組みを推進するとともに、各種ハラス

メント防止を含めたコンプライアンス研修会の実施に取り組むこととします。 

 

（参考）本計画における数値目標の一覧 

目標項目 
数値目標 

（時期） 

現状 

（時期） 

管理職に占める女性割合 25％ 

（令和12年度） 

21.2％ 

（令和７年４月） 

採用者に占める女性割合 50％ 

（令和12年４月） 

40.0％ 

（令和７年４月） 

採用試験受験者の女性割合 50％ 

（令和12年度） 

47.6％ 

（令和６年度） 

男性職員の育児休業取得率 100％ 

（令和12年度） 

100％ 

（令和６年度） 

育児参加のための休暇取得率 50％ 

（令和12年度） 

25.0％ 

（令和６年度） 

職員一人当たりの年間平均時

間外勤務時間数 

50時間 

（令和12年度） 

101.6時間 

（令和６年度） 

年次休暇取得率 15日 

（令和12年度） 

13.4日 

（令和６年度） 

 

  



４ 具体的な取組みについて 

（１）女性の活躍推進に関する事項 

課題１ 管理職に占める女性の割合 

＜目標（数値目標）＞ 

・令和12年度までに班長以上の管理職に占める女性の割合を25％まで引き

上げます。 

＜取組内容＞ 

・女性職員を多様なポストへ積極的に配置し、班長及び課長の各役職段階に

おける人材プールの確保を念頭に置いた人材育成を行います。 

・研修やセミナー等に積極的な参加を促し、自身のキャリアデザインを描く

機会を設けるよう努めます。 

・テレワーク等の柔軟な働き方をすることで、女性のキャリアアップを支援

します。 

 

課題２ 職員採用における女性の割合 

＜目標（数値目標）＞ 

・令和12年度までに職員採用試験における採用者の女性割合を、50％まで引

き上げます。 

・令和12年度までに職員採用試験の受験者の総数に占める女性の割合を、

50％まで引き上げます。 

＜取組内容＞ 

・募集要項や市ホームページ等に女性職員へのインタビュー掲載等を通じ

て、就職を控えた女性にアピールする取組を行います。 

・就職説明会等において、女性職員の活躍や具体的な職場環境等を紹介する

ことで、市役所で勤務することに関心をもってもらえるよう広報します。 

・引き続き、採用面接官に女性を１人以上配置します。 

 

課題３ 男性職員の育児休業及び育児参加のための休暇取得率 

＜目標（数値目標）＞ 

・令和12年度まで男性職員の育児休業取得率100％を維持するとともに、育

児参加のための休暇取得率を50％まで引き上げます。 

＜取組内容＞ 

・育児に関する休暇等の制度の周知を、庁内グループウェア等を通じて行い

ます。 



・育児休業の対象となる職員に対し、取得を働きかけます。所属長から対象

職員への働きかけを仕組みとして整備し、管理職の意識改革や取得しや

すい職場環境整備につなげます。 

 

課題４ ハラスメント防止対策の実施 

＜取組内容＞ 

・「ハラスメントの防止に関する指針」やその趣旨を周知し、ハラスメント

のない職場環境づくりを行うとともに、ハラスメント防止に係る研修会

を実施し、職員の認識を深めその発生を未然に防止します。 

・職場内のコミュニケーションの活性化を図り、お互いが気軽に相談できる

職場の雰囲気を作るとともに、相手の立場や気持ちを考えた発言や行動

を心掛けるよう対応します。 

・相談窓口の周知などを徹底し、ハラスメントを未然に防止する体制整備を

進めます。 

 

 

（２）次世代育成支援対策に関する事項 

課題１ 妊娠中及び出産後における配慮 

＜取組内容＞ 

・妊娠中の職員の適宜休息又は捕食の為の職務専念義務免除や保育時間等

の、母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている休暇等の制度

について周知を図り、それらを活用しやすい雰囲気づくりに努めます。 

・出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を図ります。 

・所属長は、妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う

ほか、時間外勤務についても十分配慮します。 

 

課題２ 育児休業等を取得しやすい環境の整備 

＜取組内容＞ 

〇育児休業の周知、情報提供及び取得の働きかけ 

・グループウェア等を通じ、育児休業の取得手続きや経済的な支援策につい

て情報提供を行います。 

・妊娠を申し出た職員や配偶者が妊娠・出産した職員に対し、個別に育児休

業等の制度・手続きについて説明し、積極的な利用を促します。 

・育児休業の対象となる職員に対し、取得を働きかけます。所属長から対象

職員への働きかけを仕組みとして整備し、管理職の意識改革や取得しや

すい職場環境整備につなげます。 



〇育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

・育児休業等の取得経験者から他の職員の参考となる情報を求め、これから

取得しようとする職員に情報を提供します 

・育児休業取得の申出があった場合、当該職員の所属課所における業務分担

の見直しを行います。 

〇育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

・育児休業中の職員に対して、休業期間中に必要な情報提供を行うことで、

職場を離れることに対する不安を解消します。 

・育児休業復帰後は、必要に応じて業務分担に配慮するほか、育児短時間勤

務や部分休業、各種特別休暇を活用し、復帰した職員が育児と仕事を両立

できるよう支援します。 

〇妊娠・出産・休業に関するハラスメント対策 

・妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント（いわゆる「マタハラ」や「パ

タハラ」）について、研修等の実施により、ハラスメントに対する職員の

理解を深めます。 

・相談窓口の周知などを徹底し、ハラスメントを未然に防止する体制整備を

進めます。 

 

課題３ 時間外勤務の縮減 

＜目標（数値目標）＞ 

・令和12年度までに、職員の年間平均時間外勤務時間数を50時間以内としま

す。 

＜取組内容＞ 

〇時間外勤務の縮減のための意識啓発 

・管理職員が各所属における時間外勤務の状況を的確に把握できる環境を

整えます。 

・人事当局は、特に時間外勤務の多い職員を把握し、当該管理職員に報告し、

状況の把握と必要な対応をとるよう促します。 

・毎週水曜日の定時退庁日（オンタイムデー）の取組みを継続し、職員全員

が時間外勤務の縮減に取り組める環境を整えます。 

〇事務の簡素合理化、業務改善の推進 

・所掌事務について安易に前例を踏襲するのではなく、ＤＸや生成ＡＩを活

用するなどして業務の効率化・合理化を検討し、時間も含めた事務のコス

トを低減させます。 



・職員提案制度を活用し、職員それぞれが業務改善に目を向け、事務の簡素

化・合理化に向けたアイデアを出し合い、改善に向け全庁的に取り組みま

す。 

・テレワーク等多様な働き方を提供することで、業務の効率化を図ります。 

〇深夜勤務及び時間外勤務の制限の制度周知 

・小学校就学始期に達するまでの子のいる職員の深夜勤務及び時間外勤務

の制限の制度周知を図ります。 

 

課題４ 休暇取得日数の向上 

＜目標（数値目標）＞ 

・令和12年度までに、年次有給休暇の年間平均取得日数を15日まで増加させ

ます。 

＜取組内容＞ 

〇年次有給休暇の取得促進 

・年次有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成を図ります。特に、管理職員が

率先して休暇を取得し一般職員の模範となるよう、人事当局から働きか

けます。 

・土日や祝日と組み合わせた休暇取得、記念日（本人や家族の誕生日、結婚

記念日など）に合わせた休暇など、多様な休み方を職員に提示します。 

・課所ごとの休暇取得率を庁内で公表することで、意識改革のきっかけとし

ます。 

〇特別休暇の取得促進 

・特別休暇の種類や内容についてグループウェア等を通じ周知します。 

・夏季冬季休暇については、取得可能な時期にグループウェアを通じ取得を

呼びかけます。特に、管理職員については率先して取得することで、一般

職員が取得しやすい雰囲気を醸成するよう働きかけます。 

 

 

 


